
 

令和５年度 第１回加西市環境審議会及び地球温暖化対策検討部会 

 

 日 時  令和５年８月１８日（金） １４：００～１６：００（予定） 

 場 所  加西市民会館 ２F視聴覚室 

議事次第 

１． 開 会 

 

２． 議 事 

（１）加西市環境審議会及び地球温暖化対策検討部会の合同開催について 

（２）本年度の取組み内容について 

（３）（仮）太陽光発電施設の適切な設置及び維持管理に関する条例の制定について（諮問） 

（４）加西市気候エネルギー行動計画（第２次加西市地球温暖化対策地域推進計画）の改

定について（諮問） 

 

３． その他  

 

４． 閉 会 
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・資料２ 本年度の取組み内容について 

・資料３－１ （仮）太陽光発電施設の適切な設置及び維持管理に関する条例の制定 

について（諮問） 

・資料３－２ 条例の制定方針について 

 ・資料４－１ 加西市気候エネルギー行動計画の改定について（諮問） 

 ・資料４－２ 加西市気候エネルギー行動計画の改定方針について 

 ・資料５ 脱炭素先行地域づくり事業の概要 
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1.昨年度の振り返り

昨年度事業（ゾーニング事業）では、防災や環境保全の観点
から、市域を太陽光発電の導入を抑制するエリア（保全エリ
ア）と導入に際して何らかの課題が残されているエリア（調整
エリア【5エリア】）に区分。

上記を取りまとめ「ゾーニングマップ」を作成。

太陽光発電の導入を促進するエリア（促進区域）の抽出には
至っていない。

【ゾーニングマップ】

エリア区分 エリア区分の考え方

保全エリア
環境保全等の法令等により大きな制約がある又は重大な環境影
響が懸念される等により保全するべきエリア

調整
エリア

生活環境への影響懸
念エリア

住居が多数存在する地域であり、騒音や反射光等の生活環境へ
の影響が懸念されるエリア

自然環境への影響懸
念エリア

自然環境が保全され、多様な生態系や自然景観等が保全された
地域であるため、これら自然環境への影響が懸念されるエリア

農業への影響懸念エリ
ア

集団的に存在する農用地や生産性の高い農地等、農業上の利用
を確保すべき土地として指定された土地であり、加西市における
農業への影響が懸念されるエリア

森林管理への影響懸
念エリア

地域森林計画の対象となる民有林であり、森林管理への影響が
懸念されるエリア

環境等への懸念事項
が比較的少ないエリア

環境影響等が比較的小さく、その他課題等も比較的少ないと考え
られるエリア 1



2.本年度の取組み

昨年度事業の結果を引き継ぎ、本市における脱炭素化社会の実現を促進する
ため、本年度は主に以下に示す2つの取組みを進める。

(仮)太陽光発電施
設の適切な設置及
び維持管理に関す
る条例の制定

取組み
①

昨年度作成したゾーニングマップのエリア
区分を踏まえ、本市における太陽光発電施

設の設置及び維持管理に関する条例を制
定する。

2

国の計画や社会情勢の変化との整合を図
るだけでなく、新たに制定する市条例の方

針や脱炭素先行地域づくり事業の取組み
内容を、計画に反映する。

加西市気候エネル
ギー行動計画の改
定

取組み
②



3.取組みの内容

 FIT制度（再生可能エネルギーの固定価格買取制度）の開始以降、太陽光発電の導入容量・
件数が急速に増加し、周辺住民からの苦情やトラブルが顕在化しつつある。

本市の脱炭素社会の実現に向け、更なる太陽光発電施設の導入を促進する必要がある。

住民生活や環境と調和した太陽光発電の導入実現に向け、周辺環境に配慮した施設の建
設・立地を誘導していく必要がある。

取組み① (仮)太陽光発電施設の適切な設置及び維持管理に関する条例の制定

－課 題－

• 太陽光発電施設の適切な設置及び維持管理を規定する統一的なルールが存在しない。
• 太陽光発電施設の導入を促進するための仕組みや制度の充実が必要。
• これまでの手法（ゾーニング）では、「促進区域」の抽出は困難。

⇒太陽光発電設備の設置や維持管理等に関する統一的なルールを定める。

⇒促進区域の在り方は、屋根置きなどの設置手法や地区・街区などの特定区域
に着目し検討する。

3



3.取組みの内容

行動計画は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第21条に基づく「地方公共団体実行計
画（区域施策編）」として位置付けられ、本市の温室効果ガスの削減目標やそのための具体
的な取組み内容等を体系的に取りまとめた計画。

現行計画策定（令和3年3月）後、国の地球温暖化対策計画が改定（令和3年10月閣議決定）
され本市以上の新たな温室効果ガスの削減目標が設定された。

⇒国の計画、社会情勢の変化、新たに制定する市条例の方針や脱炭素
先行地域づくり事業の取組み内容に対応するため、行動計画を改定し
ます。

取組み② 加西市気候エネルギー行動計画（以下「行動計画」）の改定

－課 題－

• 国が掲げる新たな温室効果ガス削減目標や方針と乖離が生じており、是正が必要。
• 現在進行中の脱炭素化に向けた取組みを計画と整合させる必要がある。

4



4.今後のスケジュール

 ２つの取組みについて、市は環境審議会に諮問し、審議会は諮問案件を審議し、12月を目途
に市に答申する。

取組み①（条例の制定）については、環境審議会からの答申の後、パブリックコメントや議会
審議を経て、今年度末までの条例成立を目指す。

環境審議会及び
地球温暖化対策検討部会

（開催時期）

取組み①
【太陽光条例の制定】

取組み②
【行動計画の改定】

第1回
（8月18日）

• 条例の制定方針について
• 加西市気候エネルギー行動計画の
改定方針について

第2回
（10月20日予定）

• 条例、ガイドラインの素案について

• 促進区域案について

• 加西市気候エネルギー行動計画の
主要な変更点について

第3回
（12月15日予定）

• 条例、ガイドライン（案）について

• 促進区域（案）及びゾーニングマップ
（修正案）について

• 計画書の改定案について

5



条例の制定方針について
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1.条例制定の背景

 FIT制度の開始以降、太陽光発電の導入容量・
件数は増加傾向。

 「太陽光発電施設等と地域環境との調和に関す
る条例」（県条例）では、5,000㎡（200kW程度）以
上の施設については届出が、「加西市開発条例
※」では、1,000㎡～5,000㎡未満の施設について
は、基準や近隣関係者との合意形成が義務付け
られているものの、現況1,000㎡未満の施設につ
いては、統一的なルールが存在していない。

周辺環境や防災、環境保全への配慮不足に起
因するトラブルや苦情が顕在化しつつある。

⇒太陽光発電設備の設置や維持管理等に関する統一的なルールが存在しない。

⇒トラブルや苦情に対して、法的根拠に基づく対応方針が定められていない。

加西市における太陽光発電の導入容量・件数

1

参考） 「再生可能エネルギー電気の利用に関する特別措置法 情報公表用ウェブ
サイト」公開データの内各年度12月におけるFIT認定件数及び導入容量を
整理して作成した。
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（kw）（件）

導入容量（kW） 50kW未満 50～500kW未満

500～1,000kW未満 1,000～2,000kW未満 2,000kW以上

本市の脱炭素社会の実現に向けて、更なる太陽光発電施設の導入を促進する必要がある。

※ 「（仮）太陽光発電施設の適切な設置及び維持管理に関する条例」制定後は、「加西市開発条例」による太陽光発電施設への規定は移管される予定。



2.条例制定の前提条件

条例の目的

• 災害防止や環境保全の観点から、太陽光発電施設の適切な設置及び維持管理
を担保する。

• 地域との合意形成により、太陽光発電施設の安全性・信頼性の向上を図る。

• 既存施設の存在による、問題発生や周辺住民とのトラブルを抑制する。

• 太陽光発電の適切な導入を促進する仕組み・制度を定める。

⇒以上をもって、地域の健全な発展と調和のとれた太陽光発電事業の推進を図る。
また、これにより脱炭素地域づくりの実現を目指す。

本市における太陽光発電施設の現況を踏まえ、制定すべき条例の前提条件とな
る目的及び適用範囲を検討。

条例の適用範囲

• 地上設置型（10kW以上）の施設 ※県条例を補完する規模要件を想定
2



3.条例制定に向けた検討の視点

① 【新設施設】条例により義務を課す事項

施設の建設から供用までの各段階において届出
を義務付けることで、事業内容の把握や必要に
応じた指導・助言・勧告を行うことが可能となる。

近隣関係者との協議や事故や災害時の対応を義
務付けることで、供用後のトラブルや問題を未然
に防ぐことが可能となる。

分類 条例内で規定する手続き及び対応の内容

届出

• 事業計画の届出
• 施設設置完了時の届出
• 事業計画変更時の届出（事業実施区域の拡張等）
• 事業承継時の届出
• 事業廃止時の届出

近隣関係者と
の協議

• 近隣関係者への事前説明

その他
• 事業に伴う事故や災害被害の損害賠償
• 加西市との事前協議（事業計画段階）
• 維持管理に関する報告（年度ごと）

加西市との
事前協議

近隣関係者
への事前説明

事業計画
の届出

施設設置
完了時の届出

維持管理に
関する報告

設置工事

共用開始

事業に伴う事故
や災害被害の

損害賠償

事業承継時
の届出

事業廃止時
の届出

事業計画
変更時の届出

3

新設施設に求める手続き及び対応(案)



3.条例制定に向けた検討の視点

② 【新設施設】条例による規制

防災、環境保全の観点から、太陽光発電施設の設置を抑制すべき区域（抑制区域）及び
施設が満たすべき要件（施設基準）を設定。

昨年度実施したゾーニング事業にて抽出した「保全エリア」の考えを踏まえ、抑制区域を設定

【防災の観点】

• 災害時の施設の倒壊や地盤の崩壊による被害の拡大など災害リスクの回避・低減を考慮し
た区域。昨年度、保全エリアとして抽出した区域（防災関係法令により指定された区域）。

【環境保全の観点】

• 景観や生物多様性など自然的要素の消失・縮小による影響を考慮した区域。昨年度、保全
エリアとして抽出した区域（条例等により指定された区域又は生物多様性の保全上重要な
区域）。

• 良好な住環境の維持・形成のため、新たに追加を検討した区域。保全エリアに含まれていな
い区域。

【抑制区域の考え方】

4



3.条例制定に向けた検討の視点

分類 対象となる区域

防災に関
する区域

• 地すべり防止区域（地すべり防止法）
• 急傾斜地崩壊危険区域（急傾斜地災害防止法）
• 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域（土砂災害防止法）
• 保安林（森林法）
• 砂防指定地域（砂防法）
• 河川区域（河川法）

環境保全
に関する
区域

• 都市計画で定める用途地域のうち、工業系用途地域を除く地域
• 集落区域注）

• 環境形成区域のうち第1号区域（緑豊かな地域環境の形成に関す
る条例（県条例））

• 野生生物保護地区（加西市民の美しい環境を守る条例）
• 自然公園区域（自然公園法）
• 景観形成地区（景観の形成等に関する条例（県条例））
• 加西市の重要な生態系48に掲載地域
• 兵庫県レッドリスト2011（地形・地質・自然景観・生態系）のAランク

指定地域
• 兵庫県レッドデータブック2020（植物・植物群落）のAランク指定地域
• コウノトリの目撃情報が多数存在する地域
• コハクチョウの集団営巣地

抑制区域（案）

5
注）兵庫県では、市街化調整区域の土地利用に対する課題に対応するため、平成14年に「都市計画法施行条例」を制

定しており、「集落区域」は、良好な居住環境を保全又は形成する区域と位置付けられている。

追加の是
非につい
て、今後
検討予定

抑制区域の対象となる区域（案）

昨年度保全
エリアとし
て抽出

昨年度保全
エリアとし
て抽出



3.条例制定に向けた検討の視点

太陽光発電施設の設置に際しては、
事業計画段階で施設基準への適合状
況を確認し、当該基準を満たす施設の
届出のみを受理する仕組みとする。

施設基準は、県条例で定められてい
る施設基準と同等水準を想定してお
り、大きく「環境保全に関する事項」、
「災害の防止に関する事項」、「施設の
安全性確保に関する事項」、「施設の
維持管理及び廃止後の措置に関する
事項」の4項目に大別される。

【施設基準の考え方】
区分 施設基準を定める要素

環境保全に関
する事項

景観
景観構成要素の保全（山並み、ため
池）、法面緑化、遮蔽措置、色彩、材質

生活環境
反射光、騒音･振動、住居等との離隔
距離

自然環境
緑地の保全、生態系への配慮、人と自
然との触れ合いの活動の場への配慮

災害の防止に
関する事項

陸域の防災
地盤勾配、擁壁、法面、排水施設、調整
池

ため池の防災 堤体、洪水吐、取水施設、緊急放流

施設の安全性
確保に関する
事項

構造耐力 基礎、太陽光モジュール、材質

立入防止措置 柵塀、柵塀と施設との離隔距離

施設の維持管
理及び廃止後
の措置に関す
る事項

維持管理 維持管理、保守点検、維持管理体制

廃止後の措置 撤去及び廃棄物処理等

施設基準として設定すべき要素（案）

6

② 【新設施設】条例による規制



3.条例制定に向けた検討の視点

③ 既存施設への条例の適応

既存施設については、事業計画変更時、事業承継時、事業廃止時の届出を義務付け、以降
は新設施設と同様の義務を課す。

施設の維持管理において、改善の必要があると認める際には、事業者に対して「報告の徴
収」を実施し、場合によっては「指導・助言・勧告・公表」等により改善を促し、以降毎年度の報
告を義務付ける。なお、改善に際しては、状況に応じて、地域関係者への説明を促す。

7

供用中の
太陽光発電施設

事業廃止時
の届出

事業計画
変更時の届出

事業承継時
の届出

維持管理に
関する報告廃止

事業計画変更
事業承継

指導・助言・勧告・公表
による改善

改善の必要性が
認められた際

以降
毎年度報告

既存施設に求める手続き及び対応(案)

地域関係者
への説明

報告の徴収



4.施行規則及び条例ガイドラインの作成

条例の制定とともに、その内容を補足、具体化する施行規則を作成する。

併せて、条例や施行規則の内容解説、手続きや対応の具体的な方法を取りまとめたガイド
ラインを作成する。

条例で定めた規則について、細
目を定める。例えば、届出書類
の様式や施設基準の内容など
については、施行規則内で定義
することとなる。

条例及び施行規則の解説をと
おして、条例に基づく太陽光発
電施設の設置及び維持管理に
関する実務的な内容（手順や手
法、基準）を明確化する。

加西市における太陽光発電設
備の設置や維持管理等に関す
る統一的なルール（義務及び規
制）を定める。

条 例 施行規則 ガイドライン補足・具体化 補足・具体化

条例及び施行規則、ガイドラインの関係性
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加西市気候エネルギー行動計画の改定方針について
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1. 地方公共団体実行計画（事務事業編） ※全ての地方公共団体に義務付け

• 地方公共団体の事務事業に伴う温室効果ガスの排出削減に関する計画（目標値や取組み
内容を設定）。

• 本市の計画名：第3次加西市地球温暖化対策実行計画

2. 地方公共団体実行計画（区域施策編） ※県・政令市以外は努力義務

• 事業者、住民等の取組も含めた市域全体の温室効果ガスの排出削減に関する計画（目標値
や取組み内容を設定） 。

• 令和4年4月から上記に加え、市町村は、地域の再エネを活用した脱炭素化を促進する事業
（地域脱炭素化促進事業）に係る促進区域や環境配慮、地域貢献に関する方針を計画に定
めるよう努めることとされた。

• 本市の計画名：加西市気候エネルギー行動計画（第2次加西市地球温暖化対策地域推進計画）

1.加西市気候エネルギー行動計画の概要

地方公共団体は、地球温暖化対策推進法第21条に基づき、国の地球温暖化対策計画に即
して、２種類の地方公共団体実行計画を策定することとされている。

【地方公共団体実行計画とは】

1
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2.加西市気候エネルギー行動計画改定の経緯

年 関連計画等 備 考

2017（H29）年3月
【市】第2次加西市環境基本計画

【市】第3次加西市地球温暖化対策実行計画・事務事業編 2030年度、2014年度比23.4％減

2018（H30）年12月 【市】「世界首長誓約／日本」への誓約

2020（R2）年10月 【国】カーボンニュートラル（首相宣言）

2021（R3）年2月 【市】ゼロカーボンシティ宣言の表明

2021（R3）年3月

【市】第6次加西市総合計画

【市】加西市気候エネルギー行動計画
（第2次加西市地球温暖化対策地域推進計画・区域施策編）

2030年度、2013年度比40％減

2021（R3）年10月 【国】地球温暖化対策計画（閣議決定） 2030年度、2013年度比46％減

2022（R4）年11月 【市】脱炭素先行地域の選定

〇国及び加西市における地球温暖化関連の計画

 本市では、国のカーボンニュートラル宣言を受け、2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにする脱炭
素を目指すことを2021年2月に宣言（ゼロカーボンシティ宣言）し、加西市気候エネルギー行動計画（第2次加
西市地球温暖化対策地域推進計画【区域施策編】）を2021年3月に策定した。

 本市は2018年12月、「世界首長誓約／日本」に署名したことから、その誓約事項の具体的達成方策を掲げ
る「気候エネルギー行動計画」として本計画を位置付けた。

 現行計画策定後の2021年10月、国の「地球温暖化対策計画」が改定されたこと、更には本市が脱炭素先行
地域の選定を受けたこともあり、現在の計画を更新する必要がある。
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3.加西市気候エネルギー行動計画改定のポイント

1. 区域施策編と事務事業編の統合

 これまでは、地方公共団体実行計画の【事務事業編】並びに【区域施策編】は個別に策定されてきたが、
今回の見直しにおいて両計画を統合して作成、より実効性の高い計画としていく。

将来目標 現行計画 改定後計画の考え方

温室効果ガス削減目標 2030（令和12）年度までに、市内の温
室効果ガス排出量を2013（平成25）
年度比で40％削減。

国の目標「2030（令和12）年度までに、2013
（平成25）年度比で温室効果ガス排出量を
46％削減、さらに50％の高みに向けて挑戦
を続けること」を踏まえ設定。

2. 目標設定

 温室効果ガスの削減目標は、国の目標を踏まえて設定。

 再生可能エネルギーの導入目標について検討。

3. 目標達成のための施策と活動指標

 将来目標の変更、施策の進捗等を踏まえ、これまでの施策並びに活動指標の更新。



脱炭素先行
地域づくり
事業の概要
日時：令和5年8月18日（金）
令和5年度加西市環境審議会
及び地球温暖化対策検討部会資料



2018年12月20日に署名登録
全国で12番目 兵庫県下で初

「世界首長誓約/日本」兵庫県下で初署名
加西市の環境への取組

パリ協定の目標達成を目指す自治体
の首長が、３つの取組実施を誓約す
る世界的な仕組み

①エネルギーの地産地消の推進
②国の目標以上のCO2の削減
③気候変動の影響に適応したレジリ
エント(強靭性)な地域づくり





ゼロカーボン宣言
2050年までに
二酸化炭素排出量を実質ゼロへ
令和３年２月26日 3月定例市議会にて 全国287番目

自立・分散型エネルギー
システムの構築

・公共施設における太陽光発電・蓄電
池等の整備

・民間事業者と連携

・ため池を活用し、コミュニティーでの
再エネ促進

脱炭素化設備等導入促進
補助金

市内事業へ
①創エネ再生可能エネルギー設備
3分の2以内 （上限：3千万円）

②省エネ省エネルギー設備
2分の1以内 （上限：1千万円）

【予算額】令和３年度 6月と12月に補正
合計 約１億1100万円

目標実現＝まちづくりとして実施

産業部門へのアプローチ 民生部門へのアプローチ

生物多様性・自然保護と
バランスの取れた整備

太陽光発電設備の設置について、土砂
災害等の未然防止、自然環境等への配
慮から再エネの促進区域と抑制区域
を設置

令和４年度募集予定の国補助金で
ゾーニング実施予定

自然保護へのアプローチ





温室効果ガス排出量の現状

•年間約４０万トンの排出量
•産業部門が約半分
•総排出量は減少傾向



温暖化対策地域推進計画

【令和３年４月総理発言】
2030年度46％削減を目指し、
更に50％の高みに向けて挑戦

令和５年度末に、
市の計画を見直す予定

令和３年３月策定

太陽光発電設備の導入拡大











脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業

■2050年脱炭素シナリオの策定
・2030年度の市内温室効果ガス排出量を
2013年度比53％削減する必要がある。

■再エネ導入目標の設定
・2030年度までに、新規に27MW
（屋根14、遊休地13）導入する必要がある。

※令和4年1月現在









脱炭素先行地域の選定までの経緯

























ご清聴ありがとうございました


